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国
民
年
金
は
、
老
後
の
暮

ら
し
を
は
じ
め
、
事
故
な
ど

で
障
が
い
を
負
っ
た
と
き
や
、

一
家
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ

た
と
き
に
、
皆
で
暮
ら
し
を

支
え
合
う
と
い
う
社
会
保
険

の
考
え
方
で
作
ら
れ
た
仕
組

み
で
す
。

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住

む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す

べ
て
の
人
が
加
入
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
成
人
の
み
な
さ
ん
へ
！

～
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
～

　

国
民
年
金
に
は
、
年
を
と

っ
た
と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ

か
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金

も
あ
り
ま
す
。障
害
年
金
は
、

病
気
や
事
故
で
障
が
い
が
残

っ
た
と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。

ま
た
、
遺
族
年
金
は
加
入
者

　

国
民
年
金
は
、
20
歳
か
ら

60
歳
ま
で
の
人
が
加
入
し
、

保
険
料
を
納
め
る
制
度
で
す
。

国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

将
来
の
大
き
な
支
え
に

　
　
　
　
　
　
　

な
り
ま
す

老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の

　
　
　
　

で
は
あ
り
ま
せ
ん

学
生
納
付
特
例
制
度

納
付
猶
予
制
度

歯
の
健
康
に
つ
い
て(

パ
ー
ト
３)

　
　
　

～
オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
と
は
？
～

　

11
月
号
か
ら
シ
リ
ー
ズ
で
掲

載
し
て
い
る
む
し
歯
予
防
に
つ

い
て
、パ
ー
ト
３
と
し
て
、オ
ー

ラ
ル
フ
レ
イ
ル
に
つ
い
て
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

学
生
は
一
般
的
に
所
得
が

少
な
い
た
め
、
本
人
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

対
象
と
な
る
学
生
は
、
学

校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学
、

大
学
院
、
短
期
大
学
、
高
等

学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
専

修
学
校
お
よ
び
各
種
学
校

(

修
業
年
限
１
年
以
上
で
あ

る
課
程)

、
一
部
の
海
外
大

学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る

人
で
す
。

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の

人
で
、
本
人
お
よ
び
配
偶
者

の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

(

平
成
28
年
度
６
月
以
前
の

期
間
は
、
30
歳
未
満
で
あ
っ

た
期
間
が
対
象
と
な
り
ま

す
。)

　

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
と
は
、

歯
、
舌
、
口
周
り
の
筋
肉
、
喉

な
ど
、
口
に
関
係
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
機
能
が
衰
え
る
こ
と
で
す
。

　

口
に
は
、
食
べ
物
を
噛
ん
で

飲
み
込
む
（
味
わ
う
）
役
割
、

言
葉
を
伝
え
た
り
笑
っ
た
り
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
役

割
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
オ
ー
ラ

ル
フ
レ
イ
ル
に
よ
っ
て
口
の
機

能
が
衰
え
る
と
そ
れ
ら
が
う
ま

く
行
え
な
く
な
り
、
食
べ
こ
ぼ

し
や
む
せ
、
滑
舌
の
悪
さ
、
噛

み
ご
た
え
の
あ
る
食
品
が
し
っ

か
り
噛
め
な
く
な
る
状
態
な
ど

が
生
じ
ま
す
。

　

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
を
放
置

す
る
と
、
要
介
護
状
態
と
な
る

リ
ス
ク
が
上
が
る
た
め
、
早
め

の
対
策
が
必
要
で
す
。
オ
ー
ラ

ル
フ
レ
イ
ル
を
予
防
す
る
た
め

に
は
、
食
べ
る
力
を
維
持
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
加

入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ

れ
て
い
た
遺
族(

「
子
の
あ

る
配
偶
者
」
や
「
加
入
者
の

子
」)

が
受
け
取
れ
ま
す
。
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